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医療費控除に係るマイナポータル連携を活用した確定申告手続の周知について

（周知協力依頼） 
 
 

 平素より本会会務の運営に特段のご理解・ご支援を賜り厚く御礼申し上げます。 
 
 所得税確定申告の手続において、マイナンバーカードを利用して、マイナポー

タル経由で控除証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目へ自動

入力する仕組み（マイナポータル連携）について、患者さんへの周知の協力依頼

が関係省庁より本会宛てに参りました。 
 
 本件の周知用に別添のとおり、医療機関等の窓口やホームページに掲示でき

るリーフレットが作成されましたので、適宜ご活用いただければと思います。 

 
つきましては、貴会におかれましても、本件についてご了知いただくと共に、

貴会管下の郡市区等医師会ならびに会員への周知方につき、ご高配を賜ります

ようお願い申し上げます。 
 

以上 
 

【リーフレット掲載ページ】 
 国税庁ホームページ 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r7_smart_shinkoku/pdf/03.pdf 
 
【本件の問い合わせ先】 
国税庁課税部個人課税課監理第一係 
E-mail：kojin.kanri01@nta.go.jp 

 
【別添資料】 
・事務連絡：「医療費控除に係るマイナポータル連携を活用した確定申告手続の

周知について（周知協力依頼）」 
・別添：周知用リーフレット 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r7_smart_shinkoku/pdf/03.pdf
mailto:kojin.kanri01@nta.go.jp


事 務 連 絡 

 令和７年 10月 31日 

別記関係団体  御中 

                               国 税 庁 

デジタル庁 

厚生労働省  

 

医療費控除に係るマイナポータル連携を活用した確定申告手続の周知について

（周知協力依頼） 

 

平素より税務行政に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（令和７年６月13日閣議決定）におい

て、行政手続のデジタル完結の推進により、国民の利便性の向上と行政の効率化を

実現していくこととしており、国税庁においても、税務行政のデジタル化の取組を

進めているところです。 

こうした中で、これまで以上に税務行政のデジタル化の取組を加速させていくた

め、デジタル庁及び厚生労働省と連携協力しながら、周知広報を行っていくことと

しております。 

つきましては、来る令和８年１月以降の令和７年分所得税等の確定申告に向けて、

以下の事項について、医療機関や薬局等を御利用の方への周知に御協力及び御高配

を賜りますようお願い申し上げます。 

 

〇 医療費控除に係るマイナポータル連携の周知のお願いについて 

国税庁では、所得税確定申告の手続において、マイナンバーカードを利用して、

マイナポータル経由で控除証明書等のデータを一括取得し、確定申告書の該当項目

へ自動入力する仕組み（マイナポータル連携）を構築しており、令和６年分の確定

申告では、310万人と多くの方に御利用いただいております。 

特に、医療費控除については、マイナポータル連携を利用すると、１年間分の保

険診療分に係る医療費の情報を一括取得し、確定申告書に自動入力することができ

るため、医療費の領収書等の収集や集計が不要であるほか、入力の手間が省け、よ

り簡単かつ便利に確定申告を行うことができます。 

確定申告において、医療費控除を申告する方が年々増加している中、より多くの

方にマイナポータル連携を利用して円滑に確定申告を行っていただけるよう、特に

医療費控除を申告される方に対して、マイナポータル連携の利便性を周知広報する

ことが重要と考えております。 

つきましては、医療費控除に係るマイナポータル連携の利便性について、国民の

皆さまに広く周知いただくためのリーフレットを別添のとおり作成いたしました

ので（※）、別添リーフレットを医療機関や薬局等の窓口・ホームページに掲示いた

だくなど、可能な範囲で、医療機関や薬局等を御利用の方へ周知いただきますよう

御協力をお願い申し上げます。 

 （ ※ ） 当 該 リ ー フ レ ッ ト に つ い て は 、 国 税 庁 ホ ー ム ペ ー ジ

（ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r7_smart_shinkoku/pdf/03.pdf）

に掲載しておりますので、適宜ご活用ください。 

御不明な点等につきましては、下記の連絡先までお問い合わせください。 

【連絡先】 

国税庁課税部個人課税課監理第一係 

E-mail：kojin.kanri01@nta.go.jp 

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/r7_smart_shinkoku/pdf/03.pdf
mailto:kojin.kanri01@nta.go.jp


関係団体一覧 

 

社会保険診療報酬支払基金 

公益社団法人 国民健康保険中央会 

公益社団法人 日本医師会 

公益社団法人 日本歯科医師会 

公益社団法人 日本薬剤師会 

一般社団法人 日本病院会 

公益社団法人 全日本病院協会 

公益社団法人 日本精神科病院協会 

一般社団法人 日本医療法人協会 

一般社団法人 日本社会医療法人協議会 

公益社団法人 全国自治体病院協議会 

一般社団法人 日本慢性期医療協会 

一般社団法人 日本私立医科大学協会 

一般社団法人 日本私立歯科大学協会 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 

一般社団法人 日本保険薬局協会 

一般社団法人 日本チェーンドラッグストア協会 

公益社団法人 日本看護協会 

一般社団法人 全国訪問看護事業協会 

公益財団法人 日本訪問看護財団 

独立行政法人 国立病院機構本部 

国立健康危機管理研究機構 

国立研究開発法人 国立がん研究センター 

国立研究開発法人 国立循環器病研究センター 

国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター 

国立研究開発法人 国立成育医療研究センター 

国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 

独立行政法人 地域医療機能推進機構本部 

独立行政法人 労働者健康安全機構本部 

日本赤十字社 

社会福祉法人 恩賜財団済生会 



マイナンバーカード及び電子証明書の有効期限にご注意ください！

有効期限を過ぎた場合、e-Tax手続やマイナ保険証などのご利用ができません。
お早めの更新手続をお願いします。

有効期限や更新手続等の詳細は、デジタル庁ウェブサイトをご確認ください。

医療費控除 の確定申告 は

マイナポータル連携 で

医療費控除のマイナポータル連携

の方法についてご案内しています。

確定申告に関する情報

確定申告に関する様々な
情報をご案内しています。

医療費控除のマイナポータル連携

確定申告 もマイナ保険証 も

マイナンバーカード におまかせください

マイナンバーカード × スマホ で

             メリットたくさん、ラクラク手続
医療費の情報を

確定申告書に

自動入力 領収書の

集計や入力

が不要

領収書の

管理や保管

が不要

家族分の

医療費の情報も

取得可能

Ｒ７.10

「iPhoneのマイナンバーカード」をご利用の場合、 実物のマイナンバーカードをかざすことなく

医療費控除の確定申告ができます。

国税庁

読取
不要

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/pdf/0025009-005.pdf
https://xxx.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/expiration-date
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